
　
市
で
は
不
妊
検
査
費
の
助
成
を
す
る
こ

と
で
、
気
軽
に
不
妊
検
査
を
受
け
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、
助
成
を
開
始
し
ま
し
た
。

検
査
を
受
け
た
ご
夫
婦
に
２
万
円
ま
で
助

成
し
ま
す
。

　
対
象
▼
次
の
全
て
に
該
当
す
る
夫
婦

①
不
妊
検
査
開
始
時
に
法
律
上
の
婚
姻
関

係
が
あ
り
、
不
妊
検
査
期
間
か
ら
助
成
申

請
時
ま
で
双
方
ま
た
は
一
方
が
桶
川
市
に

住
民
登
録
を
し
て
い
る
こ
と

②
不
妊
検
査
開
始
時
の
妻
の
年
齢
が
43
歳

未
満
で
あ
り
、
夫
婦
で
不
妊
検
査
を
受
け

て
い
る
こ
と

③
同
一
の
不
妊
検
査
に
対
し
、
他
市
町
村

で
同
様
の
助
成
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

　
対
象
と
な
る
検
査
▼
次
の
全
て
に
該
当

す
る
検
査

①
指
定
医
療
機
関
（※

１
）
の
医
師
が
、

不
妊
症
診
断
の
た
め
に
行
う
一
連
の
検
査

（
指
定
医
療
機
関
と
連
携
す
る
泌
尿
器
科

の
医
師
が
実
施
し
た
検
査
も
含
む
）

②
夫
婦
が
受
け
た
不
妊
検
査
で
、
検
査
期

間
が
６
か
月
以
内
で
あ
る
こ
と

③
平
成
29
年
４
月
１
日
以
降
に
終
了
し
た

検
査
で
、
特
定
不
妊
治
療
の
一
環
の
検
査

で
は
な
い
こ
と

（※

１
）
指
定
医
療
機
関
：

知
事
等
が
指
定
し
た
特
定
不

妊
治
療（
体
外
受
精
・
顕
微
授

精
）
を
実
施
す
る
医
療
機
関

　
助
成
内
容
▼

   

検
査
費
用
の
自
己
負
担
額
（
千
円
未
満

切
捨
て
）
に
対
し
、
上
限
２
万
円
を
夫
婦

一
組
に
１
回
助
成

　
申
請
方
法
▼

次
の
①
〜
⑥
を
持
参
の
う
え
、
直
接
、
健

康
増
進
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
へ
来
所

し
て
く
だ
さ
い
。

①
桶
川
市
早
期
不
妊
検
査
費
助
成
金
交
付

申
請
書
　
　
　

②
桶
川
市
早
期
不
妊
検
査
実
施
証
明
書

※

医
療
機
関
の
記
入
、押
印
が
必
要
で
す
。

※

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

③
検
査
費
用
の
領
収
書
（
原
本
）
・
検
査

内
容
が
わ
か
る
も
の
（
請
求
書
や
明
細
書

な
ど
）

④
振
り
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関
口
座

の
通
帳（
夫
婦
い
ず
れ
か
の
名
義
の
口
座
）

⑤
印
鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

⑥
夫
婦
が
別
世
帯
で
市
外
在
住
の
場
合
は
、

市
外
在
住
の
人
の
住
民
票
と
戸
籍
謄
本

　
注
意
▼
平
成
29
年
４
月
か
ら
平
成
30
年

３
月
ま
で
に
終
了
し
た
検
査
の
申
請
受
け

付
け
は
、
平
成
30
年
４
月
30
日
ま
で
で
す
。

早
期
不
妊
検
査
費
の
助
成
に
つ
い
て

早
期
不
妊
検
査
費
の
助
成
に
つ
い
て

　
特
定
不
妊
治
療
（
体
外
受
精
・
顕
微
授

精
）
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
が
適
用
さ

れ
ず
高
額
な
た
め
、
夫
婦
の
合
計
所
得
が

730
万
円
未
満
（※

２
）
の
場
合
、
県
の
助

成
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
負
担

が
大
き
い
状
況
で
す
。
そ
の
た
め
、
県
の

助
成
制
度
に
上
乗
せ
す
る
形
で
、
市
で
も

不
妊
治
療
費
の
助
成
を
開
始
し
ま
し
た
。

（※

２
）
申
請
前
年
の
合
計
所
得
。
１
月

〜
５
月
の
申
請
は
前
々
年
の
合
計
所
得
。

　
対
象
▼
次
の
全
て
に
該
当
す
る
夫
婦

①
不
妊
治
療
開
始
時
に
法
律
上
の
婚
姻
を

し
て
い
る
夫
婦
で
あ
り
、
県
不
妊
治
療
費

助
成
事
業
の
助
成
金
支
給
決
定
日
か
ら
助

成
申
請
時
ま
で
双
方
ま
た
は
一
方
が
桶
川

市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
こ
と

②
不
妊
治
療
開
始
時
の
妻
の
年
齢
が
43
歳

未
満
で
あ
り
、
県
不
妊
治
療
費
助
成
事
業

の
助
成
金
支
給
決
定
を
平
成
29
年
４
月
１

日
以
降
に
受
け
て
い
る
こ
と

③
同
一
の
不
妊
治
療
費
に
対
し
、
他
市
町

村
で
同
様
の
助
成
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

④
市
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

　
助
成
内
容
▼

　
不
妊
治
療
費
か
ら
県
不
妊
治
療
費
助
成

事
業
に
よ
る
助
成
金
支
給
額
を
除
き
、上
限

５
万
円
を
夫
婦
一
組
に
６
回
（
初
回
治
療

開
始
時
の
妻
の
年
齢
が
40
歳
以
上
の
場
合

は
３
回
）
助
成
。
た
だ
し
、
県
不
妊
治
療

費
助
成
事
業
の
初
回
治
療
助
成
と
し
て
支

給
決
定
さ
れ
た
場
合
は
上
限
10
万
円
を
助

成
し
ま
す
。

　
申
請
方
法
▼

　
次
の
①
〜
⑤
を
持
参
の
う
え
、
直
接
健

康
増
進
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
へ
来
所

し
て
く
だ
さ
い
。

①
桶
川
市
不
妊
治
療
費
助
成
金
交
付
申
請

書
　

※

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

②
県
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
助
成
金
支
給

決
定
通
知
書

③
不
妊
治
療
費
用
の
領
収
書
（
原
本
）・

治
療
内
容
が
わ
か
る
も
の
（
請
求
書
や
明

細
書
な
ど
）

④
振
込
を
希
望
す
る
金
融
機
関
口
座
の
通

帳
（
ご
夫
婦
い
ず
れ
か
の
名
義
の
口
座
）

⑤
印
鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

　
申
請
期
間
▼
県
助
成
支
給
決
定
日
か
ら

６
か
月
以
内

※

４
月
１
日
〜
８
月
30
日

に
支
給
決
定
さ
れ
た
も
の

は
、
平
成
30
年
２
月
28
日

ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

　
不
妊
は
、
避
妊
を
し
な
い
で
１
年
間
妊

娠
し
な
い
こ
と
を
言
い
ま
す
。
な
か
な
か

子
ど
も
が
で
き
な
い
と
思
っ
た
ら
、
早
め

に
医
師
へ
相
談
し
、
検
査
を
受
け
る
と
良

い
で
し
ょ
う
。

　
産
婦
人
科
で
不
妊
検
査
は
で
き
ま
す
が
、

検
査
費
の
助
成
が
で
き
る
の
は
、
指
定
医

療
機
関
で
実
施
し
た
検
査
と
な
り
ま
す
。

県
内
の
指
定
医
療
機
関
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
女
性
で
は
、
血
液
検
査
、
子
宮
や
卵
巣

な
ど
の
状
態
を
見
る
た
め
に
超
音
波
検
査

や
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
を
行
い
ま
す
。
男
性

で
は
、
精
液
検
査
な
ど
を
行
い
ま
す
。

■
埼
玉
県
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー

　
専
門
医
が
不
妊
検
査
や
治
療
な
ど
の
相

談
に
応
じ
ま
す（
面
接
相
談
・
予
約
制
）。

　
場
所
▼
埼
玉
医
科
大
学
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー
内
（
川
越
市
）

　
予
約
電
話
番
号
▼
049
–
228
–
３
６
７
４

（
月
〜
土
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
　

※

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
面
接
日
時
▼
毎
週
火
・
金
曜
日
の
午
後

４
時
〜
５
時（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

■
不
妊
・
不
育
症
・
妊
娠

　
　
　
　
　
　
　
サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル

　
（
一
社
）
埼
玉
県
助
産
師
会
の
助
産
師

が
電
話
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
電
話
番
号
▼
799
–
３
６
１
３

　
相
談
日
時
▼
毎
週
月
・
金
曜
日
⇩
午
前

10
時
〜
午
後
３
時

第
１
・
３
土
曜
日
⇩
午
前
11
時
〜
午
後
３

時
、
午
後
４
時
〜
７
時

※

い
ず
れ
も
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
。

　
原
因
に
よ
っ
て
治
療
が
違
い
ま
す
。
ま

た
、
原
因
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
も
し

ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
治
療
の
方
針
は
、
き

ち
ん
と
し
た
検
査
の
後
で
、
初
め
て
決
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
検
査
は
、
月
経

周
期
な
ど
に
合
わ

せ
て
行
う
た
め
、

数
回
の
通
院
が
必

要
で
す
。
治
療
は

更
に
時
間
が
か
か

り
ま
す
。

　
健
康
保
険
の
使
え
る
範
囲
は
、
医
療
機

関
に
よ
っ
て
多
少
違
い
が
あ
り
ま
す
。
通

常
の
不
妊
検
査
、
治
療
は
保
険
診
療
で
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
す
。
体

外
受
精
、
顕
微
授
精
は
健
康
保
険
の
対
象

と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
全
額
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。
金
額
は
医
療
機
関
に
よ
る

差
が
大
き
い
た
め
、
事
前
に
確
認
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

不
妊
治
療
費
の
助
成
に
つ
い
て

不
妊
治
療
費
の
助
成
に
つ
い
て

指定医療機関

県不妊治療費
助成事業の
ご案内

不
妊
に
悩
ん
だ
ら

ど
ん
な
検
査
を
す
る
の
？

ど
ん
な
治
療
を
す
る
の
？

ど
の
く
ら
い
通
う
の
？

ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
の
？

不
妊
っ
て
何
？

健
康
保
険
は
使
え
る
の
？

早
期
不
妊
検
査
費
と

　不
妊
治
療
費
の
助
成
を

　
　
　
　
　
　始
め
ま
し
た

詳
し
く
は
蜊
健
康
増
進
課
☎
786
ー
１
８
５
５

10月
から

23 2017.11 2017. 11



　市民まつり（11月３日）の開会式で、オケちゃんが「スポーツ応援宣言」をします。
　これは、幅広い年齢層に人気のある「オケちゃん」と市が協力し、「スポーツ応援宣言」をすることで、
少しでもスポーツを身近に感じてもらい、興味をもってもらうことで、今後の生涯スポーツの振興や「東京
２０２０オリンピック・パラリンピック大会」に向けた機運の醸成につなげることを目的にしています。

　オケちゃんは、桶川市スポーツ都市宣言に賛同し、スポーツを愛し、
スポーツに親しみ、スポーツをする人を応援するため、ここにスポーツ
応援宣言をします。

　オケちゃんといっしょに
・スポーツをして、からだを動かそう。
・スポーツを楽しもう。
・スポーツをして、みんなと仲良くなろう。

詳しくは 蜊スポーツ振興課☎786-3211㈹

オケちゃんが
「スポーツ応援宣言」をします！！

～　オケちゃんスポーツ応援宣言　～

と　き▶11月３日（金・祝）
　　　　午前９時から
ところ▶桶川小学校校庭

【出張販売および小型印の使用場所】

※フレーム切手については、観光協会や市内の
　郵便局で販売します。

一緒に

がんばろ
うね！

郵便局との共同事業で、「オケちゃんスポーツ応援宣言」を記念して、
フレーム切手の販売と記念の小型印（郵便用）の使用を行います。

と　き▶11月３日（金・祝）
　　　　午前９時30分～午後３時30分
ところ▶桶川小学校校庭

市民まつり

11月3日

日本郵便のキャラクター
「ぽすみるく」です。
宣言当日は、「オケちゃん」
に会いにいきます。みん
なもきてね！！

「手話言語条例」が施行されました
　平成28年12月15日から桶川市手話言語条例が施行され
ました。
　手話は言語であるという認識に基づき、「おもいやり
と助け合いの心」を大切に誰もが社会参加ができ、共に
生きる社会を実現するために作られた条例です。

条例の基本理念
　「手話を必要とする市民が手話を言語としてコミュニ
ケーションを図る権利を有することを理解し、手話を通
じてすべての市民が互いに人格を尊重しあうこと」を基
本理念とします。

皆さんができること

詳しくは 蜊障害福祉課☎786-3211 ㈹

～手話を必要とする人が　いつでも　どこでも　自由に手話を使える地域社会へ～

視線を合わせてから
話し始めてください。

マスクを外して話して
ください。

手話通訳の同行を
認めてください。

聴覚障害者にも伝わる
コミュニケーション方
法で伝えてください。

　手話言語条例の施行を待ち望んだ方たちがいらっしゃいます。
「桶川市聴覚障害者協会」と、桶川手話サークル「チャイム」の
メンバーの方に、お話を伺いました。

　聴覚障害をお持ちの方は、耳が聞こえないことを訴えても伝わらないときがあり、とても大変な思いをする
ことがあるそうです。「手話ができなくても、筆談で十分会話をすることができることを理解してくれたら助
かります。この条例が施行されたのをきっかけに、手話に興味を持ってくれる人が少しでも増えてくれたらう
れしいですね」と話してくださいました。
　桶川手話サークル「チャイム」は、昭和57年頃に発足したサー
クルで、現在33人の会員で活動しています。「条例施行後、市に
手話通訳者が職員として採用されたことはよかったと思います。
最近、地域の会合で、手話を使った歌を覚えて発表してくれる機
会がありました。手話と触れる機会が増えていってくれればうれしいですね。」
――少しでもたくさんの方が手話を使って会話ができる桶川市になったら素敵ですよね。

その他▶手話通訳、要約筆記が付きます。

　条例が施行されたことを記念し、講演会を開催します。
テーマ▶聴覚障害があるということ～手話は人をつなぐ～
　　　　この機会に聴覚障害者の暮らしに触れてみませんか？
と　き▶11月25日㈯午後 1時30分～ 3時30分（午後1時開場）
ところ▶東公民館
申込み▶不要。直接会場にお越しください。

講師
佐藤　太信さん
（元ろう学校スクー
ルカウンセラー、現
戸田市市議会議員）

聴覚障害者理解のための講演会を開催します

　〝手話が言語である〟との認識に基づき、条例の

基本理念にのっとり、手話に対する理解を深め、手

話を使いやすい環境に整備するための施策を総合的

に実施します。

例えば…

○条例に関するリーフレットをお配りしています。

○市主催の行事などに手話通訳者を配置します。

○障害福祉課に手話通訳者を配置しています。

など

市では・・・

手話は言語です手話は言語です 障害福祉課の初澤さん

手話通訳が必要なときは
私がご案内します！

〝手話の世界へようこそ〟
6666666

6666666
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職員の分限および懲戒処分の状況5

職員の研修の状況7

職員の福祉および利益の保護の状況（平成28年 4 月 1日～平成29年 3 月31日）8

埼玉県央広域公平委員会からの報告事項9

　市では、市職員の給与や勤務条件の状況などを市民の皆様に知っていただくために、人事行政
の運営状況をお知らせします。 詳しくは 職員課

⑴分限処分 6 人

⑴定期健康診断の実施状況　399人 ⑵公務災害等の発生状況　公務中　2件　通勤中　2件

⑴勤務条件に関する措置の要求の状況 ⑵不利益処分に関する不服申立ての状況
平成28年度は、不服申立て案件はありませんでした。平成28年度は、措置要求案件はありませんでした。

⑴新規採用の状況

任期付

※再任用、任期付については、平成29年 4 月 1 日に在籍している職員数です。

（平成29年 4 月 1日現在）

（平成28年 4 月 1日～平成29年 3 月31日）

（平成29年 4 月 1日付）

（平成29年 4 月 1日現在）

（平成29年 4 月 1日現在）

（平成28年 4 月 1日～平成29年 3 月31日）

（平成28年 4 月 1日～平成29年 3 月31日）

（平成28年 4 月 1日～平成29年 3 月31日）

（平成28年 4 月 1日～平成29年 3 月31日）

（平成28年 4 月 1日～平成29年 3 月31日）

⑵退職の状況

合 計
そ の 他

任期満了

再任用

死亡退職

新規採用
採用人数

合計

失 職

女

懲戒免職

男

分限免職

受験
人数

181
151
2
4
7
10
5
2
0

9

0

3 8 7 13 5 14 15

Ｈ29
438

Ｈ28
439

Ｈ27
440

Ｈ26
436

Ｈ25
437

Ｈ24
433

Ｈ23
430

Ｈ22
430

Ｈ21
434

Ｈ20
435

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

12

0

27

0

7
2
0
2
2
1
0
0
0

8
3
1
0
0
3
1
0
0

15
5
1
2
2
4
1
0
0

26
20
0
2
2
2
0
0
2

9
4
0
0
0
5
0
0
0

5
103
28
1
4

10
50

120
35

356
50
50

406
10
23
33

439

6
100
29
1
3

10
54

121
34

358
49
49

407
8

23
31

438

1
△ 3

1
0

△ 1
0
4
1

△ 1
2

△ 1
△ 1

1
△ 2

0
△ 2
△ 1

普通退職

区 分

一 般 行 政 職
事 務 職 （ 一 般 ）
事 務 職（手話通訳）
技 術 職 （ 土 木 ）
技 術 職 （ 建 築 ）
保 育 士
栄 養 士
保 健 師

現 業 職

勧奨退職定年退職区 分

一般行政職

現 業 職

職員の任免および職員数に関する状況

⑸職員数の状況

職 員 数

職員の給与の状況3

⑷職位別昇格者数
主事級主任級主査級主幹級課長級次長級部長級職 位

昇 格 者 数

⑶部門別職員数

対前年
増 減

※地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく任期付職員については
除外しています。

職員数
H28 H29

部 門

議 会
総 務
税 務
労 働
農 水
商 工
土 木
民 生
衛 生

一般行政計 A
教 育

特別行政計 B
普通会計の計 C=A+B

下 水
その他

公営企業の計 D
合計 C+D

⑴職員給与費の状況（平成29年度普通会計予算）
給 与 費

計

2,660,001千円

184,800
155,800
184,800
150,500
178,200
146,100

283,839円
239,900円

375,635円
325,300円

期末・勤勉手当

647,916千円

職員手当

注 1）職員手当には退職手当を含みません。
注 2）給与費は当初予算に計上された額です。

466,513千円

給料

1,545,572千円

304,771円

23,381,153千円 323,936千円 3,749,749千円 16.0%75,266人

38.7歳

職員数

432人

区分

29年度

⑵職員の平均給料月額および平均年齢の状況
一般行政職

平均年齢平均給料月額

⑶職員の初任給の状況
初任給区 分

大学卒
高校卒
大学卒
高校卒
大学卒
高校卒

一般行政職

一般行政職

一般行政職

桶 川 市

埼 玉 県

国

⑷職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
経験年数

年未満
経験年数

年未満区 分

大学卒
高校卒

一 般
行 政 職

⑸人件費の状況（平成28年度普通会計決算）

注）人件費には、特別職に支給される給料、
報酬等を含みます。

人件費比率（B/A）人件費 B実質収支歳出額 A住民基本台帳人口区 分

28年度 平成29年１月１日現在

⑺職員手当の状況
地域手当

（支給率）
％

（支給率）
％

桶川市地域

住居手当（月額）

借家等居住者最高
， 円まで

持家居住者
， 円

借家等居住者最高
， 円まで

扶養手当（月額）退職手当
勧奨・定年

勧奨・定年

自己都合
20.445月分
29.145月分
41.325月分
49.59 月分

配偶者　　　　10,000円
子　　　　　　 8,000円
配偶者以外　　 6,500円
満16～22歳までの子
　　　　　　　5,000円加算

配偶者　　　　10,000円
子　　　　　　 8,000円
配偶者以外　　 6,500円
満16～22歳までの子
　　　　　　　5,000円加算

25.55625月分
34.5825 月分
49.59   月分
49.59   月分

自己都合

勤続年数
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

20.445月分
29.145月分
41.325月分
49.59 月分

25.55625月分
34.5825 月分
49.59   月分
49.59   月分

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

勤続年数

期末・勤勉手当

年間支給率4.3月分（2.22月分)

年間支給率4.3月分（2.25月分)
職制上の段階、職務等による加算措置
（　）は、再任用短時間勤務職員に係
る支給割合

職制上の段階、職務等による加算措置
（　）は、再任用短時間勤務職員に係
る支給割合

区分

桶
川
市

国

地域における民間の賃金水準や物価等の事情を考慮して支給する手当
交通機関利用者は運賃相当額、交通用具利用者は距離に応じて算出した額
著しく危険、不快な業務など、特殊な業務に従事する職員に対し
て支給する手当、清掃作業手当や行旅死亡人取扱手当など 6 種類
（1時間当たりの算出方法）

～×
）－（祝日及び年

地 域 手 当
通 勤 手 当

特殊勤務手当

時 間 外 手 当

⑻特別職の報酬の状況
期末手当

． 月分

． 月分

給料月額等
， 円
， 円
， 円
， 円
， 円

区 分
市 長
副市長
議 長
副議長
議 員

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況4
⑴勤務時間の状況

勤務時間の割り振り
週休日

土・日曜日
休憩時間

分
終業始業

分

⑶育児休業等取得状況
女男区 分

継 続
新 規

⑷時間外勤務の状況
平均時間外勤務時間数時間外勤務

総時間数対象職員数

⑵年次有給休暇の取得状況
平均取得日数対象職員数総取得日数総付与日数

⑹一般行政職の級別職員数の状況 （標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です）

計

※特定業務等従事任期付職員については除外しています。

部長次長課長主幹主査主任主事・技師主事補・技師補
区分

標準的な職務内容
職員数
構成比

2

内 容

特別職、他団体から派遣されている職員を除く全職員
【能力評価】職務遂行過程における能力の発揮状況
【実績評価】業務目標の達成度

区 分

評 価 期 間 【能力評価】平成28年 1 月 1 日～平成28年12月31日　
【実績評価】平成28年 4 月 1 日～平成29年 3 月31日
【能力評価】平成29年 1 月 1 日・【実績評価】平成29年 2 月 1 日評価基準日

評価対象者

評 価 項 目

人事行政の運営状況等を公表人事行政の運営状況等を公表人事行政の運営状況等を公表人事行政の運営状況等を公表

職員の人事評価の状況（平成28年度）

（平成29年 4 月 1日現在）

（平成29年 4 月 1日現在）

（平成29年 4 月 1日現在）

（平成29年 4 月 1日現在）

14
4.5％

100
32.0％

78
25.0％

51
16.3％

20
6.4％

28
9.0％

13
4.2％

8
2.6％

312
100％

15,928日 4,014.7日 416人 9.7日

0
2

348 49,720 12.0

10
11

職員の服務の状況6
⑴職員の守るべき義務の概要

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失
墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義
務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企
業等の従事制限

⑵営利企業等従事の許可状況
（平成28年 4 月 1 日～平成29年 3 月31日）
1 件（共済組合支部長）
1 件（登録手話通訳者）
1 件（協議会理事）

⑴職員研修の概要　延べ497人参加
①階層別研修　173人
　内訳　新規採用職員研修（前期・後期）、中堅職員研

修Ⅰ（主事技師級研修）、中堅職員研修Ⅱ（意
識改革研修）、中堅職員研修Ⅲ（憲法）、主
査級研修、主幹級研修、課長級研修　ほか

②特別研修　262人
　内訳　行政対象暴力研修、メンタルヘルス研修、

タイムマネジメント研修　ほか
③派遣研修　62人
　内訳　自治大学校、彩の国人づくり広域連合、市町

村アカデミー、北足立北部共同研修会 ほか
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